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政令案の概要

○ 改正労働安全衛生法（令和7年法律第33号）により、以下の見直しが行われ、改正対
象となった規定に項ずれが生じたことに伴い、当該条項を引用している委任政令の規定
を改正する。

個人事業者等自身による措置

個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合に、個人事業者等に対し、新たに構造規
格又は安全装置を具備しない機械等の使用禁止、定期自主検査等の実施等を義務付けること。

【改正法第42条、第45条関係】

１ .改正の観点
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２．改正案の概要

○ 個人事業者等自身による措置
改正の観点①：今回の改正により、法第42条に第２項及び第３項が新設されたことに伴い、法第42条を引用して

いた委任政令の規定について、法第42条第１項を引用するよう修正を行う。

改正の観点②：今回の改正により、法第45条第２項が改正されるとともに、第３項が新設され、政令への委任規
定が第２項から第３項に変更されたため、法第45条第２項を引用していた委任政令の規定につい
て、法第45条第３項を引用するよう修正を行う。

公 布 日：令和８年３月（予定） 施行期日：令和９年４月１日

３．施行期日等

○ その他所要の改正



＜参考＞
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（参考）労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）
附帯決議（個人事業者関係①）

参議院厚生労働委員会（令和７年４月10日）

一 個人事業者等が新たに労働安全衛生法の適用対象となることに鑑み、制度の理解不足に起因する法令違反が発生することのないよう、発注時における注文者・事業
者からの説明を含め、個人事業者等に対する制度の周知徹底を図るとともに、研修等を実施する者に対して支援を行うこと。また、個人事業者等が法令を遵守してい
ない場合には、注文者・事業者から個人事業者等に対して適切な説明等が行われるよう、必要な指導を行うこと。

二 新設される業務上災害報告制度を活用し、個人事業者等による災害事例の収集・分析を進めるとともに、適宜、災害防止対策に反映すること。また、報告を行った
個人事業者等に対して、注文者・事業者が不利益な取扱いを行うことのないよう必要な監督・指導を行うこと。さらに、個人事業者等の過重労働による脳・心臓疾患
及び精神障害事案の発生を防止するため、個人事業者等自身等が労働基準監督署に報告する仕組みの整備を通じ、個人事業者等の過重労働・過労死防止の一層の強化
を図ること。

三 労働災害防止の取組は現場の労使が一体となって協力・連携して行う必要があることを改めて徹底し、安全委員会や衛生委員会において労働者及び新たに対象とな
る個人事業者等の危険又は健康障害を防止するための対策等の重要事項について個人事業者等の意見を踏まえた十分な調査・審議が行われ、その結果を踏まえた対策
が労働者のみならず個人事業者等にも周知徹底されるよう、適切な助言・指導を行うこと。

四 個人事業者等が労働者と異なる場所で労働者と類似の作業を行う場合や、プラットフォーマーに対する規制の在り方について、本法の施行状況を踏まえ、特殊健康
診断・熱中症対策費用等の労働安全経費に係る負担の在り方を含めて検討すること。

五 本法の内容と密接に関わるＩＬＯ第百五十五号条約の早期批准に向けて、速やかに手続を行うとともに、その誠実な履行に向けて準備を行うこと。
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（参考）労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）
附帯決議（個人事業者関係②）

衆議院厚生労働委員会（令和７年５月７日）

一 個人事業者等が新たに労働安全衛生法の適用対象となることに鑑み、制度の理解不足に起因する法令違反が発生することのないよう、発注時における注文者・事業
者からの説明を含め、個人事業者等に対する制度の周知徹底を図るとともに、研修等を実施する者に対して支援を行うこと。また、個人事業者等が法令を遵守してい
ない場合には、注文者・事業者から個人事業者等に対して適切な説明等が行われるよう、必要な指導を行うこと。（参一と同様。）

二 労働安全衛生法の適用対象となる範囲を明確化するため、作業従事者に含まれる者の範囲を具体的に明らかにすること。また、法令違反に関する労働基準監督署長
等への申告制度について、作業従事者が申告したことを理由とした不利益取扱いが禁止されていることの周知徹底を図るとともに、取引停止等の不利益な取扱いがな
された場合は罰則の適用も含め、厳正に対処すること。

三 新設される業務上災害報告制度を活用し、個人事業者等による災害事例の収集・分析を進めるとともに、適宜、災害防止対策に反映すること。また、報告を行った
個人事業者等に対して、注文者・事業者が不利益な取扱いを行うことのないよう必要な監督・指導を行うこと。さらに、個人事業者等の過重労働による脳・心臓疾患
及び精神障害事案の発生を防止するため、個人事業者等自身等が労働基準監督署に報告する仕組みの整備を通じ、個人事業者等の過重労働・過労死防止の一層の強化
を図ること。（参二と同様。）

四 労働災害防止の取組は現場の労使が一体となって協力・連携して行う必要があることを改めて徹底し、安全委員会や衛生委員会において労働者及び新たに対象とな
る個人事業者等の危険又は健康障害を防止するための対策等の重要事項について個人事業者等の意見を踏まえた十分な調査・審議が行われ、その結果を踏まえた対策
が労働者のみならず個人事業者等にも周知徹底されるよう、適切な助言・指導を行うこと。（参三と同様。）

五 個人事業者等が労働者と異なる場所で労働者と類似の作業を行う場合や、プラットフォーマーに対する安全衛生対策について、本法の施行状況を踏まえ、必要な検
討を行うこと。（参四と同様。）

六 個人事業者等が改正法に基づき受講する講習費用等の安全衛生経費が適正に価格転嫁されるよう、ガイドラインの策定を含め、関係省庁と連携し対策を実施するこ
と。

七 本法の内容と密接に関わるＩＬＯ第百五十五号条約の早期批准に向けて、速やかに手続を行うとともに、その誠実な履行に向けて準備を行うこと。（参五と同
様。）

二十 事業場において労働者と同一の場所において作業を行う作業従事者に対する安全衛生を事業場管理者が十分配慮し、そのために必要な対策をとるよう、周知・指
導に努めること。

二十九 芸能従事者の健康確保を図るため、芸能従事者の業務の特性を踏まえたガイドラインの策定等必要な対策を行うこと。また、一定の要件を満たせば使用するこ
とができる児童の労働環境について、実態を把握し、必要に応じて労働災害防止対策を講ずること。
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